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野
党
の
政
権
担
当
能
力
を
め
ぐ
っ
て

国
に
お
け
る
州
の
役
割

若
　
松

新

一
　
は
じ
め
に

　
周
知
の
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
も
と
で
は
、
小
党
分
立
状
況
が
続
き
、
議
会
が
独
自
に
組
閣
で
き
ず
、
政
権
は
短
命
に
終
り
、

こ
の
こ
と
が
議
会
を
否
定
す
る
ナ
チ
ス
の
擾
頭
の
原
因
と
な
っ
た
。
ボ
ン
基
本
法
制
定
者
た
ち
は
、
こ
の
反
省
に
基
づ
い
て
、
　
「
政
治
の

安
定
」
に
力
を
注
ぎ
、
小
党
分
立
の
克
服
の
た
め
に
選
挙
制
度
の
な
か
に
阻
止
条
項
を
設
け
て
、
　
「
建
設
的
不
信
任
投
票
制
」
を
制
度
化

　
（
1
）

し
た
。
　
「
政
治
の
安
定
」
を
求
め
る
努
力
は
州
憲
法
に
お
い
て
も
見
う
け
ら
れ
た
。
た
と
え
ぽ
、
一
九
四
六
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
四

四
条
で
は
、
州
内
閣
不
信
任
案
が
可
決
さ
れ
て
も
自
動
的
に
内
閣
が
顛
覆
し
な
い
「
任
期
を
も
つ
政
府
」
が
制
度
化
さ
れ
、
ま
た
、
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

四
六
年
か
ら
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
他
の
六
州
の
憲
法
に
も
、
「
建
設
的
不
信
任
投
票
制
」
の
萌
芽
が
み
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
の
折
衷
型
の
選
挙
制
度
の
も
と
で
は
一
政
党
が
絶
対
過
半
数
を
獲
得
す
る
こ
と
は
難
し
く
（
連

邦
議
会
の
一
一
回
の
選
挙
中
正
〇
％
を
獲
得
し
た
の
は
一
九
五
七
年
選
挙
に
お
け
る
C
D
U
／
C
S
U
（
キ
リ
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民
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・
社
会
同
盟
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（
3
）

の
」
回
の
み
で
あ
る
）
、
連
立
協
定
に
よ
っ
て
連
立
内
閣
を
形
成
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
基
本
法
制
定
者
の
意
図

と
は
異
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
F
D
P
（
自
由
民
主
党
）
が
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
を
握
る
連
立
与
党
と
野
党

の
対
立
と
い
う
図
式
が
形
成
さ
れ
、
高
度
の
政
治
の
安
定
と
適
度
な
政
権
交
代
を
伴
っ
た
ボ
ン
型
「
議
院
内
閣
制
」
が
創
り
出
さ
れ
た
。

　
最
近
に
な
っ
て
、
一
般
的
に
野
党
は
適
度
な
政
権
交
代
の
チ
ャ
ン
ス
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
議
会
制
度
の
構
造
上
の
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

陥
が
露
呈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
以
下
、
「
西
独
」
と
し
て
引

用
）
で
は
こ
の
危
険
性
は
少
な
か
っ
た
。
た
と
え
ぽ
、
シ
ュ
テ
ル
ン
（
一
（
一
門
⊆
ω
　
ω
け
①
『
旨
）
に
よ
れ
ば
「
競
争
と
政
権
交
代
の
機
会
が
な
け

れ
ば
、
国
家
機
構
の
硬
直
化
の
危
険
が
生
じ
る
。
そ
れ
故
に
自
由
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
常
に
代
替
し
う
る
野
党
の
存
在
を
尊
重
す
る
。

野
党
は
明
日
の
政
府
と
な
る
可
能
性
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
統
治
権
か
ら
常
に
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
（
西
独
に
お
け
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

連
邦
制
原
則
（
単
数
）
は
野
党
が
明
日
の
政
府
と
な
る
た
め
に
ほ
と
ん
ど
不
可
欠
な
可
能
性
を
生
み
出
し
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
野
党
の
政
権
担
当
能
力
の
有
無
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
西
独
の
州
政
権
を
担
当
す
る
野
党
は
、
野
党
の

連
邦
レ
ベ
ル
で
の
政
権
担
当
能
力
を
支
え
る
役
割
を
果
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
般
に
政
権
担
当
能
力
と
は
、
私
見
に
よ
れ
ぽ
、
第
一
に
、
政
党
が
自
党
の
体
系
化
さ
れ
た
、
実
現
可
能
な
政
策
を
持
ち
、
第
二
に
、

こ
の
体
系
化
さ
れ
た
現
実
的
政
策
を
実
行
に
移
す
人
材
が
そ
ろ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
西
独
の
場
合
に
は
、
第
一
に
、
州
政
府
を
担
当
す
る
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
野
党
が
、
絶
え
ず
与
党
に
と
っ
て
代
わ
り

う
る
独
自
の
政
策
を
持
っ
て
い
る
が
故
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
、
連
邦
政
府
・
与
党
と
争
訟
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
第
二

に
、
与
野
党
を
通
じ
て
、
州
政
府
首
脳
か
ら
次
の
連
邦
政
府
の
人
材
が
輩
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
材
が
確
保
さ
れ
て
き
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
政
策
と
人
材
を
支
え
る
の
が
、
多
元
的
な
州
の
独
自
の
権
限
で
あ
り
、
州
憲
法
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
政
党
の
権
限
で
あ

82



る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
野
党
の
政
権
担
当
能
力
に
関
す
る
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
一
つ
と
し
て
、
西

独
に
お
い
て
州
レ
ベ
ル
で
い
か
に
し
て
政
権
担
当
能
力
が
培
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
　
｝
で
は
、
州
の
地
理
的
多
元
性
に
着
目
し
て
、
か
か
る
多
元
的
な
州
の
独
自
の
権
限
を
示

し
、
か
つ
、
州
憲
法
に
記
さ
れ
た
政
党
の
政
権
担
当
者
と
し
て
、
お
よ
び
野
党
と
し
て
の
責
任
に
言
及
し
た
い
。
つ
い
で
二
で
は
、
連
邦

政
府
と
州
政
府
と
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
争
訟
を
、
州
政
権
を
担
当
す
る
連
邦
野
党
（
以
下
、
「
州
野
党
」
と
し
て
引
用
）
の
連

邦
政
府
お
よ
び
連
邦
与
党
（
以
下
、
　
「
連
邦
与
党
」
と
し
て
引
用
）
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
と
い
う
側
面
か
ら
促
え
て
み
た
い
。

三
で
は
、
連
邦
政
府
の
政
権
担
当
者
へ
の
州
政
府
か
ら
の
人
材
の
流
れ
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
自
ら
の
才
能
を
開
花
す
る
政
治

家
が
い
か
に
し
て
養
成
さ
れ
、
そ
の
政
権
担
当
能
力
が
い
か
に
し
て
培
わ
れ
て
い
る
か
に
迫
り
た
い
。

ドイツ連邦共和国における州の役割

一
州
（
ラ
ン
ト
）
の
地
理
的
多
元
性
お
よ
び
州
・
政
党
の
権
限

　
ω
　
州
（
ラ
ン
ト
）
の
地
理
的
多
元
性

　
始
め
に
、
州
政
権
に
お
け
る
政
党
関
係
の
実
態
を
概
観
す
る
た
め
に
、
基
本
的
な
事
実
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
独
の
政
治
史
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
て
は
図
1
が
示
す
と
お
り
、
C
D
U
／
C
S
U
が
連
邦
レ
ベ
ル
で
政
権
を
担
当
し
た
一
九
四
九
年
か
ら
六
六
年
目
お
い
て
、
一
一
州
の

う
ち
約
半
数
の
州
政
権
は
野
党
S
P
D
（
社
会
民
主
党
）
が
掌
握
し
、
反
対
に
、
S
P
D
が
連
邦
レ
ベ
ル
で
政
権
を
担
当
し
た
一
九
六
九

年
か
ら
八
二
欝
お
い
て
敵
州
政
権
の
約
半
数
は
野
党
C
D
U
／
C
S
U
が
手
中
最
め
て
い
た
・
し
か
し
州
選
挙
に
お
い
て
曳
比

例
代
表
制
を
加
味
し
て
い
る
が
故
に
一
政
党
が
五
〇
％
以
上
の
得
票
率
を
獲
得
す
る
の
は
ま
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
、
ブ
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遷．
変

の派党属所の相首州1図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
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州
名
　
　
　
1
9

、
シ
ュ
レ
ー
ス
ビ
ツ
ヒ
貼

　
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン

ハ
ン
ブ
ル
ク

ブ
レ
ー
メ
．
ン

西
ベ
ル
リ
ン

ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
団

　
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン

ヘ
ッ
セ
ン

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ

ザ
ー
ル
ラ
ン
ト

　
へ
　
　
　
　

ノ
ー
テ
ン
目

　
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク

バ
イ
エ
ル
ン

1950

1955

1960

1965

1975

1980

1985

連
邦

　
嘲
0
　
　
　
5
　
　
　
　
0
　
　
　
　
5
　
　
　
　
G
　
　
　
　
5
　
　
　
　
0
　
　
　
51990

　［＝＝コCDU／CSU系　■■■■□SPD　　醗その他の政党・無所属

（注）本図は，’W：Benz／D．　Moos，　Dαs　GG　Zf〃44’召81～1），B～漉ア2〃z4：τ哲’α襯弄，6ガ1伽η

．19491989｝V6rlag　Moos＆Partner／Rehm　V6rlag，1989，　S．148－158．に基づいて作成しだ。
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ドイツ連邦共和国における州の役割

レ
ー
メ
ン
市
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
市
（
い
ず
れ
も
州
と
同
権
限
）
の
北
部
三
州
で
は
、
州
選
挙
で
S
P
D
が
単
独
過
半
数
を
場
合
に
よ
っ
て

は
獲
得
し
う
る
状
況
に
あ
り
、
反
対
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ
州
、
パ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
お
よ
び
バ
イ
エ
ル
ン
州
の

南
部
三
州
で
は
、
州
選
挙
で
C
D
U
／
C
S
U
が
単
独
過
半
数
を
場
合
に
よ
っ
て
は
獲
得
し
う
る
状
況
に
あ
る
（
表
2
）
。

　
州
ご
と
の
人
口
密
度
と
州
議
会
選
挙
で
、
　
（
戦
争
直
後
の
四
党
以
上
の
多
党
制
の
時
期
を
除
い
た
）
C
D
U
／
C
S
U
、
F
D
P
、
S

P
D
の
3
党
制
が
お
お
む
ね
形
成
さ
れ
て
い
た
時
期
に
お
け
る
得
票
率
を
、
C
D
U
／
C
S
U
と
S
P
D
に
関
し
て
比
較
す
る
と
表
3
に

な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
口
密
度
が
高
い
州
ほ
ど
S
P
D
が
強
く
、
人
口
密
度
が
低
い
州
ほ
ど
C
D
U
／
C
S
U
が
強
い
こ
と

表2　戦後州選挙における絶対多数獲得回数

州 名 州選挙回数 得票率50％以上
の政党（回数）

シュレースビッヒ・
ホルシュタイン

ハンブノレク
ブ　レ　一　メ　ン

西ベル　リ　ン

ニーダーザクセン

ノルトライン。
ヴェストファーレン

ヘ　　ツ　　セ　　ン

ラインライト・
　　　　プアル「ツ

ザールグン　ト
ノご一デン・
ヴュノレテンベルク

バイ　エル　ン

11

13

11

12

11

10

ユ2

11

9

9

11

CDU（2）

SPD（6）

SPD（5）

SPD（6）

CDU（1）

CDU（1）　SPD（1）

SPD（2）

CDU（4）

CVP（CDU系）（2）

CDU（4）

CSU（6）

（注）本表は、・耳励如梅sエ98788Hδ11er　und　Zwick，

　　1988，S．120－169．に基づいて作成した。

が
判
明
す
る
（
後
述
、
表
9
参
照
）
。
し
か
し
、
な
ぜ
人
口
密
度
が
最
も
低

い
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
で
S
P
D
が
割
合
強
く
、
人
口
密
度
が
四
一
一

人
の
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
で
C
D
U
が
強
い
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き

な
い
。
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
の
が
、
西
ド
イ
ツ
各
州
を
北
か
ら
順
番
に

並
べ
、
か
つ
宗
派
別
人
口
を
加
味
し
た
表
4
で
あ
る
。
こ
の
表
4
に
お
い

て
、
北
部
五
州
で
は
、
人
口
の
8
割
以
上
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
。

一
方
、
南
部
四
州
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
多
い
が
故
に
C
D
U
／
C
S
U

　
　
（
7
）

が
強
い
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
S
P
D
が
強
い
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
六

割
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
南
北
と
い
う
二
分
法
で
ド
イ
ツ
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
　
「
北
ド
イ
ツ
は
進
歩
的
で
、
南
ド
イ
ツ
は
保
守
的
で
あ
る
」
と
一
般
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表3　州における人口密度と政党の得票率

グ 名 酒．挙年
得票率の平均

CDU／CSU　　SPD

人口密度
（1982）

西ベルリン
ハンブルグ

フレーメン
ノルトライン・ヴェストファーレン

ザールラント

ヘ　ッ　セ　ン

バーデン・ヴュルテンベルク

ラインラント・プァルツ

シュレ．一スビッヒ・ホルシュ．タ．イン

バイエルン
ニーダーザクセン

1954－84　　　　39．096

1957－87　　　　36．7

1963－87　　　　30．3

1958－85　　　　44．7

1965－85　　　　44．2

1958－85　　　38．6

1952－84　　　47。0

1955－87　　　　48．6

1958－87　　　　47。2

1958－86　　　　54．6

196年一86　　　45．4

46．9％　　3，893人／kη2

50．2　　　　2，152

50。8　　　　1，696

46，2　　498

43．6　　411

45，7　　265

32．7　　259

38．2　　183

40．8　　167

31．6　　155

42。6　　153

連邦平均 1961－87　　　　46．3 40．6 248

（注）　本表は、Deutscher　Stadtetag，∫／α～読∫’～8ご／～ピ∫み～1〃う♂’（，々Or～〃測／～‘ワ’‘∫ε・11～6ゾ1～ゴ61～，1983，　S．

　　486－7．｝伽妬～’々～5エ勲％／881988，Hδ11er　u，　Zwlck．に基づいて作成した。

　　　　　　　　表4　州における宗派別人口と政党の得票率

ニォξシ「ミ芳ljノ㌧「i．（1970） 得票率の．平均

プロテスタント　カトリック　CDU／CSU　SPD

シュレースビソヒ・ホルシュタイン

ハ　ンフ　ルク

フ　レ　一　メ　ン

西ベルリン
ニーダーザクセン

ノルトライン・ヴェストファーレン

ヘ　　ッ　セ　　ン

ラインラント・プァルツ

ザールラン．ト

バーデン・ヴュルテン．ベルク

バイエルン

86．5％

73．6

82。4

70．2

74．6

41．9

60．5

40．7

24．1

45．8

25．7

6．0％

8．1

10。2

12．5

19．6

52．5

32．8

55．7

73．8

47．4

69．9

47、2％

36．7

30，3

39，0

45，4

44，7

38．6

48．6

44。2

47．0

54．6

40．8％

50．2

50．8

46．9

42．6

46．2

45．7

38．2

43．6

32．7

31．6

連　邦　平　均 49．0 44．6 46，3 40．6

（注）　本表は二表3と同一・一の出典に基づいて作成した。
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図5　連邦11州と旧仏占領地域
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に
言
わ
れ
て
い
る
理
由
が
理
解
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
現
在
の
西
独
の
北
半
分
を
占
め
る
プ
ロ
イ
セ
ン
が
東

西
ド
イ
ツ
を
通
じ
て
一
体
で
あ
り
、
南
部
の
バ
イ
エ
ル
ン
お
よ
び
バ
ー
ゲ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
で
あ
り
、
さ
ら

に
、
第
一
次
大
戦
後
フ
ラ
ン
ス
を
始
め
と
す
る
連
合
国
に
占
領
さ
れ
た
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
（
第
二
次
大
戦
後
も
、
一
九
五
九
年
七
月
ま
で
仏

の
経
済
的
支
配
下
に
あ
っ
た
）
、
　
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ
州
の
大
部
分
、
　
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
南
西
部
と

ヘ
ッ
セ
ン
州
の
一
部
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ン
川
以
西
を
中
心
と
す
る
独
仏
混
合
文
化
圏
に
カ
ト
リ
ッ
ク
が
浸
透
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
（
図
5
参
照
）
。

　
以
上
、
州
の
地
理
的
分
布
を
見
た
け
れ
ど
も
、
州
に
お
け
る
野
党
を
中
心
と
す
る
政
党
の
役
割
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、

つ
ぎ
に
州
の
一
般
的
な
権
限
、
さ
ら
に
よ
り
具
体
的
な
政
党
の
権
限
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

88

　
②
　
州
（
ラ
ン
ト
）
の
独
自
の
権
限

　
西
独
の
州
の
権
限
は
、
基
本
法
三
〇
条
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
国
家
の
機
能
の
行
使
お
よ
び
国
家
の
任
務
の
遂
行
は
、
こ
の
基
本
法
が
別
段
の
定
め
を
な
さ
ず
、
ま
た
は
、
許
さ
な
い
か
ぎ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
州
の
仕
事
で
あ
る
。

　
そ
の
う
ち
と
く
に
、
州
の
立
法
（
基
本
法
七
〇
条
一
項
）
、
行
政
（
基
本
法
八
三
条
）
、
司
法
（
基
本
法
九
二
条
二
段
）
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
よ
う
に
、
立
法
と
行
政
に
関
す
る
連
邦
の
権
限
は
限
定
的
に
列
挙
さ
れ
、
司
法
の
任
務
の
配
分
に
つ
い
て
も
、
州
の
裁
判
所
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
州
は
、
こ
の
基
本
法
が
連
邦
に
立
法
の
権
限
を
あ
た
え
て
い
な
い
限
度
に
お
い
て
の
み
、
立
法
権
を
有
す
る
。
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州
は
、
こ
の
基
本
法
が
別
段
の
こ
と
を
定
め
、
ま
た
は
、
許
さ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
固
有
の
事
務
と
し
て
、
連
邦
法
律
を
執
行
す
る
。

　
　
　
裁
判
権
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
、
こ
の
基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
連
邦
裁
判
所
お
よ
び
州
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
西
独
に
お
い
て
立
法
権
は
連
邦
、
行
政
権
は
州
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
州
の
立
法
に
関
す
る
専
属
的
権
限
は
、
教
育
助
成
金

の
規
制
と
学
術
研
究
の
促
進
（
基
本
法
七
四
条
一
三
号
）
と
大
学
制
度
の
一
般
原
則
（
同
七
五
条
一
a
号
）
を
除
く
、
す
べ
て
の
文
化
的

事
務
に
関
す
る
法
、
警
察
法
、
自
治
法
な
ど
で
あ
る
。
連
邦
政
府
は
、
原
則
と
し
て
州
の
行
政
に
対
す
る
指
図
権
を
も
た
な
い
。
指
図
権

は
、
各
州
政
府
の
構
成
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
必
要
と
す
る
連
邦
法
律
に
よ
っ
て
、
特
別
の
場
合
に
連
邦
政
府

に
与
え
ら
れ
る
が
、
一
緊
急
の
場
合
の
ほ
か
は
一
州
の
最
高
官
庁
す
な
わ
ち
州
政
府
、
州
首
相
、
州
大
臣
に
対
す
る
指
図
権
の
み
を

含
む
も
の
で
あ
翻
．
（
同
八
四
条
五
項
）
・
ま
た
・
行
政
権
に
関
連
し
て
、
州
は
内
閣
を
組
織
し
、
州
大
臣
に
は
法
桓
農
業
食
糧
桓
教

育
・
文
化
相
、
内
相
、
大
蔵
相
、
経
済
・
労
働
相
、
難
民
・
戦
争
負
傷
者
担
当
相
、
交
通
相
、
環
境
相
お
よ
び
健
康
．
社
会
秩
序
相
な
ど

　
　
（
1
1
）

が
あ
る
。

㈹
　
州
憲
法
に
お
け
る
政
党
の
権
限

州
憲
法
上
、
政
党
の
政
権
担
当
責
任
と
野
党
の
責
任
に
つ
い
て
触
れ
た
条
項
が
、
以
下
の
よ
う
に
二
つ
あ
る
。
そ
の
他
の
州
憲
法
に
は

か
よ
う
な
明
示
的
な
規
定
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
州
憲
法
が
規
定
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
役
割
を
、
政
党
は
果
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
一
九
四
七
年
五
月
二
二
日
に
制
定
さ
れ
た
か
っ
て
の
バ
ー
ゲ
ン
州
憲
法
一
二
〇
条
は
、
同
州
の
政
党
の
政
権
担
当
の
責
任
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。
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政
党
は
、
州
政
府
の
形
成
に
参
加
す
る
か
、
ま
た
は
州
政
府
に
対
す
る
野
党
と
し
て
存
立
す
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
政
治
生
活
の
形

　
　
成
と
国
家
の
饗
導
に
対
し
て
責
任
を
共
有
す
る
も
の
（
ヨ
即
く
Φ
鑓
5
ヨ
。
「
二
一
〇
げ
）
と
自
覚
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
政
府
の
形
成
に
参
加
し
た
政
党
は
、
国
家
の
利
害
を
政
党
の
利
害
に
優
先
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。
政
府
の
形
成
に
参
加
し
た
政
党

　
　
は
、
新
た
な
多
数
派
が
形
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
（
政
権
担
当
の
）
責
任
を
引
き
渡
す
準
備
が
で
き
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
政
府
に
対
す
る
野
党
と
し
て
存
在
す
る
政
党
は
、
政
府
と
政
府
に
参
加
し
た
政
党
の
行
動
に
対
し
て
注
意
を
払
い
、
必
要
な
場
合

　
　
に
は
批
判
す
る
義
務
を
負
う
。
野
党
が
行
う
批
判
は
事
物
に
即
し
、
促
進
的
か
つ
建
設
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
野
党
は
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
よ
っ
て
は
政
府
に
あ
っ
て
責
任
を
共
有
す
る
（
三
一
耀
く
①
同
鋤
昌
↓
♂
＜
O
吋
一
⊆
昌
σ
q
）
準
備
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
様
に
、
一
九
七
一
年
二
月
一
八
日
改
正
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
憲
法
二
三
a
条
も
、
甲
州
の
野
党
の
責
任
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
し

て
い
る
。

　
　
（
一
）
野
党
は
議
会
主
義
的
民
主
制
度
の
本
質
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
。

　
　
（
二
）
野
党
は
、
政
府
の
政
策
綱
領
に
対
す
る
批
判
を
、
原
則
お
よ
び
個
別
的
事
例
に
関
し
て
公
的
に
行
う
恒
常
的
な
任
務
を
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
る
。
野
党
は
、
政
権
を
担
当
す
る
多
数
派
に
政
治
的
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
可
能
性
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
イ
　
ヒ

　
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
二
三
日
の
社
会
主
義
帝
国
党
（
S
R
P
”
ネ
オ
・
ナ
チ
党
）
違
憲
判
決
と
一
九

五
六
年
八
月
一
七
日
の
共
産
党
（
K
P
D
）
違
憲
判
決
に
お
い
て
、
「
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
」
（
基
本
法
二
「
条
二
項
）
の
根
本
原

則
と
し
て
、
「
権
力
分
立
お
よ
び
政
府
の
責
任
制
」
と
共
に
、
「
複
数
政
党
制
原
則
（
蜜
①
ぼ
B
詳
Φ
一
Φ
ε
憎
筥
N
首
）
お
よ
び
野
党
の
憲
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

従
っ
た
形
成
と
活
動
の
権
利
を
含
む
全
政
党
の
機
会
均
等
」
を
掲
げ
た
。
一
九
六
八
年
六
月
二
五
日
の
第
八
次
改
正
刑
法
九
二
条
二
項

も
、
　
「
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
」
を
「
議
会
に
お
け
る
野
党
（
冨
腰
試
9
①
巨
母
δ
9
①
O
署
。
ω
下
士
8
）
　
の
形
成
と
活
動
の
権
利
」
、
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（
1
5
）

「
政
府
の
更
迭
可
能
性
と
政
府
の
国
民
代
表
に
対
す
る
責
任
制
」
お
よ
び
「
あ
ら
ゆ
る
権
力
支
配
、
恣
意
的
支
配
の
排
除
」
と
解
釈
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
西
独
に
お
い
て
は
複
数
政
党
制
（
竃
Φ
ξ
冨
二
Φ
閣
①
塁
審
帯
営
）
が
表
明
さ
れ
、
か
つ
、
か
か
る
政
党
の
政
権
担
当
責
任
が
、

州
建
に
お
い
て
特
に
野
党
の
責
任
も
含
め
て
・
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
瞼

　
以
上
、
州
の
地
理
的
多
元
性
お
よ
び
州
・
政
党
の
権
限
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
つ
ぎ
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
み
ら
れ
る
連
邦
政

府
と
州
政
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
連
邦
政
府
を
形
成
す
る
政
府
与
党
と
州
政
府
に
お
い
て
政
権
を
担
当
す
る

政
党
が
異
な
る
場
合
、
具
体
的
な
法
律
案
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
間
に
は
少
な
か
ら
ず
葛
藤
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
以
下
に
お
い
て
述
べ
る

よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
か
く
見
す
ご
さ
れ
や
す
い
が
、
西
独
の
議
会
制
民
主
主

義
の
特
異
性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
以
下
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
連
邦
与
党
と
州
野
党
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
争
訟

ドイツ連邦共和国におけ’る州の役割

　
ω
　
抽
象
的
規
範
審
査

　
こ
の
手
続
は
、
西
独
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
具
体
的
な
訴
訟
事
件
と
は
関
係
な
く
、
法
規
の
有
効
も
し
く
は
無
効
を
決
定
す
る
制
度

で
あ
慰
す
な
わ
ち
・
同
裁
判
所
は
・
「
連
邦
政
廠
州
政
府
も
し
く
は
連
邦
議
会
議
員
の
三
分
の
一
の
申
立
て
に
萎
ミ
連
邦
法
も

し
く
は
州
法
が
、
こ
の
基
本
法
と
形
式
上
・
実
質
上
一
致
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
州
法
が
他
の
連
邦
法
と
形
式
上
・
実
質
上
一
致
す
る
か

否
か
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
違
ま
た
は
疑
義
」
　
（
基
本
法
九
三
条
一
項
二
号
）
に
つ
い
て
決
定
す
る
。

　
こ
の
抽
象
的
規
範
審
査
は
、
連
邦
議
会
議
員
の
三
分
の
一
に
も
申
立
て
権
を
認
め
て
い
る
が
故
に
、
「
多
数
者
が
、
憲
法
違
反
も
し
く
は
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表6　連邦憲法裁判所における州と連邦の対立および与野党の対立件数

全　　　　体
．’

m・野党の対立

計　却．ド　合憲　違憲 計 却ド　合憲　違恵

抽　象　的　規　範　審　査〔1）

i1）のうち州と連邦の対立〔2）

i2）のうち州が訴えたもの（3）

i2）のうち連邦が訴えたもの（4）

40

R1

Q8

@3

2　　16　　21

P　　14　　16

P　　13　　14

O　　　1　　　2

18

P6

P5

@1

1　　　8　　10

O　　7　　9
O　　　7　　　8

O　　　0　　　1

連邦国家法．しのくr卜訟（5）

i5）のうち州が訴えたもの（6）

i5）のうち連邦が訴えたもの〔7）
9
6
3

3　　　0　　　6

P　　　0　　　5

Q　　　0　　　1

5
4
1

1　　0　　4
P　　　0　　　3

O　　　0　　　1

（2）＋（5）

i3）＋（6）

C＋（7）

40

R4

@6

4　　14　　22

Q　　13　　19

Q　　　1　　　3

21

P9

@2

1　　　7　　13

P　　　7　　11

O　　　0　　　2

機　関　争　訟 32 24　　　0　　　8 29 21　　0　　8

そ
の
疑
い
の
あ
る
法
律
を
議
決
す
る
こ
と
に
対
し
て
こ
れ
を
阻
止
せ
し
め
る
予

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

戸
山
効
果
を
伴
い
L
、
「
議
会
に
お
け
る
野
党
に
、
政
治
的
闘
争
お
よ
び
政
治
目

的
の
手
段
と
し
て
、
抽
象
的
規
範
審
査
を
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

途
が
開
か
れ
て
い
る
」
の
で
、
と
り
わ
け
「
少
数
派
お
よ
び
野
党
を
保
護
す
る
制

（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

度
」
で
あ
り
、
「
野
党
の
憲
法
上
の
最
も
重
要
な
武
器
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
連
邦
議
会
の
少
数
派
が
抽
象
的
規
範
審
査
を
提
起
し
た
の
は
五
件

（
そ
の
内
の
二
件
は
州
野
党
政
府
と
の
合
同
提
訴
で
あ
る
の
で
、
正
確
に
は
三

件
）
し
か
な
い
。
む
し
ろ
現
実
に
申
立
て
て
い
る
の
は
連
邦
法
に
対
し
て
は
州

政
府
（
二
八
件
）
、
州
法
に
対
し
て
は
連
邦
政
府
（
三
件
）
で
あ
る
。
　
こ
の
う

ち
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
野
党
が
政
権
を
担
当
し
て
い
る
州
政
府
が
連
邦
法
を
訴

え
た
の
が
一
五
件
、
連
邦
政
府
が
野
党
が
政
権
を
担
当
す
る
州
政
府
の
州
法
を

訴
え
た
の
が
一
件
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
争
訟
を
通
じ
て
、
州
政
府
と
連
邦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

政
府
は
与
野
党
間
の
代
理
戦
争
を
行
っ
て
い
る
観
が
あ
る
（
表
6
）
。

　
形
式
上
・
実
質
上
の
連
邦
・
州
間
の
争
訟
は
、
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
の
前

半
（
↓
九
四
九
年
か
ら
六
六
年
ま
で
連
邦
政
府
は
C
D
U
／
C
S
U
主
班
政
権

で
あ
っ
た
）
に
お
け
る
ツ
イ
ン
（
O
①
o
『
σ
q
》
二
σ
q
霧
け
N
ぎ
ロ
）
に
率
い
ら
れ
た
ヘ

ッ
セ
ン
州
の
よ
う
な
野
党
政
権
（
S
P
D
政
権
）
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
。
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様
に
実
り
多
か
っ
た
の
は
、
七
〇
年
代
（
「
九
六
九
年
か
ら
八
二
年
ま
で
連
邦
政
府
は
S
P
D
・
F
D
P
連
立
政
権
で
あ
っ
た
）
に
お
け

る
、
パ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
お
よ
び
バ
イ
エ
ル
ン
州
な
ど
の
C
D
U
／
C
S
U
野
党
政
権
州
の
場
合
で
あ
っ
た
。
ペ
ー
タ
ー

・
へ
ー
ベ
ル
レ
（
勺
①
一
Φ
「
　
＝
餌
一
∪
Φ
「
一
Φ
）
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
連
邦
制
度
の
こ
の
よ
う
な
実
態
は
、
多
元
主
義
と
互
い
に
関
連
し
合
っ
た
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

度
で
あ
る
憲
法
裁
判
権
に
対
し
て
、
よ
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
抽
象
的
規
範
審
査
は
、
事
実
上
、
政
権
担
当
者
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
対
抗
し
う
る
野
党
（
連
邦
議
会
の
三
分
の
一
を
占
め
る

の
は
C
D
U
／
C
S
U
な
い
し
S
P
D
と
い
う
二
大
政
党
の
み
で
あ
る
）
に
し
か
提
訴
権
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

却
下
し
、
門
前
払
い
と
い
う
形
で
実
質
的
審
査
に
入
ら
な
い
事
例
は
2
例
の
み
で
あ
り
、
合
憲
判
決
（
一
六
件
）
と
違
憲
判
決
（
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

件
）
も
相
半
ば
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
少
数
派
の
地
位
の
強
化
に
資
す
る
機
関
争
訟
で
は
、
提
訴
権
が
政
党
、
連
邦
議
会

の
会
派
お
よ
び
個
々
の
連
邦
議
会
議
員
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
が
故
に
、
N
P
D
（
ド
イ
ツ
国
家
民
主
党
…
ネ
オ
・
ナ
チ
党
）
や
緑
の
党

（
U
白
O
閑
⇔
Z
国
Z
）
な
ど
の
少
数
政
党
な
い
し
は
三
〇
名
足
ら
ず
の
連
邦
議
会
議
員
も
二
二
件
提
訴
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
一
七
件

が
却
下
さ
れ
て
い
る
（
五
件
は
違
憲
判
決
）
。

　
②
　
連
邦
国
家
法
上
の
争
訟

　
つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
決
定
を
下
す
連
邦
与
党
と
州
野
党
間
の
争
訟
に
は
、
抽
象
的
規
範
審
査
の
外
に
、
も
っ
ぱ
ら
州
政
府
と

連
邦
政
府
の
み
に
提
訴
権
が
あ
る
連
邦
国
家
法
上
の
争
訟
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
連
邦
お
よ
び
州
の
権
利
・
義
務

に
関
す
る
意
見
の
相
違
、
特
に
州
に
よ
る
連
邦
法
の
執
行
お
よ
び
連
邦
が
監
督
を
な
す
場
合
に
お
け
る
両
者
の
権
利
・
義
務
に
関
す
る
意

見
の
相
違
」
　
（
基
本
法
九
三
条
一
項
三
号
）
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
こ
の
連
邦
国
家
法
上
の
争
訟
の
も
つ
今
日
的
意
義
は
、
条
文
で
定
め
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表7　連邦憲法裁判所における州と連邦の対立および与野党の対立

　　　　　1949～69年CDU首班政権期における判例数

全 体 与野党の対立

　1v1却下　1 ／凡害口’じ・ ’．h宙

x思
　1v1却一ド　合憲　1 、．池蛍

x思
抽象的規範審査一■一一一婚ρ一一一一曽■一一一－一一甲一一一一一

鰹ﾛ的規範審査のうち

B対連邦の対立

25｝2．一一一，」一一＿一一＿一＿一一一．一一．一一一

P8i1　　ト

10

W

13

X

9h　　3一一一一一一L一一＿一一一一一一一一一一＿＿一．一一

Vi。　2　　1

5
5連邦国家法上の争訟

8i3　1

0 5

4i1　。　1

3

機　　関　　争　　訟 　1P7113　1 0 4
　【P5：11　　0　1 4

1969～82年SPD首班政権期における判例数

全 体 与野党の対立
　しv1却下　」 〈害口’じ馳 噛．臨目匡

I思
　Lv1却一ド　合憲　」

違憲

抽象的規範審査一幽趨一一一戸π一＿一一一一一一一π一一一一“＿＿

鰹ﾛ的規範審査のうち

B対連邦の対立

11；。，一一一＿1．一＿一．一一一一一一．一一．．一一．一．

P■0　1 5
5

6
6

8；⑪　4一一＿．L一一＿．．一．一一一一一、一一一一一一一一

W
i
O
　
4
　
1

4
4連邦国家法上の争訟

1i。　ト

0 1
1
i
。
　
。
　
1

1

機　関　争　訟
5
［
3
　
1

0 2
412　。　1

2

1982～87年CDU首班政権期における判例数

全 体 与野党の対立

　1ｾ目却一ド　1 A審n’L・ ’玩宙．遅冠， 　1v1却下　合憲　P 、｛L二■｛

�v
抽象的規範審査幽一一一一一り一一　n噛　一一幽”一一一一－一一一

鰹ﾛ的規範審査のうち

B対連邦の対立

3i。一一一一一」＿．一一＿一一一一＿＿．．一一一一

Qio　｝ 1
1

2
1

21。　1一一一一一一L．一一．一．一．一一一．一一．一一一．一．

@llO　　1　　； 1
0連邦国家法上の争訟

。i。　1

0 0
oi。　0　「

0

機　　関　　争　　訟
1。i8　覧

0 2
1。i8　0　L

2
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ら
れ
た
真
の
連
邦
主
義
的
な
争
訟
の
範
疇
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
連
邦
と
州
と
の
争
い
の
形
式
を
借
り
た
、
国
家
全
体
内
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

お
け
る
野
党
と
政
府
と
の
争
い
を
、
憲
法
裁
判
に
よ
っ
て
調
停
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
連
邦
国
家
法
上
の
争
訟
と
し
て
は
、
今
日
ま
で
連
邦
政
府
が
三
件
（
そ
の
内
二
件
は
却
下
、
一
件
は
違
憲
）
提
訴
し
、
州
政
府
が

六
件
（
そ
の
内
一
件
が
却
下
、
五
件
は
違
法
判
決
）
提
訴
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
五
一
年
か
ら
六
一
年
ま
で
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

七
件
を
判
断
し
て
以
来
、
一
九
六
七
年
と
七
六
年
に
一
件
つ
つ
違
憲
判
決
を
下
し
た
の
み
で
、
そ
れ
以
降
は
一
件
の
訴
え
も
な
い
（
表

（
2
2
）

7
）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
制
度
発
足
当
時
に
頻
繁
に
提
訴
さ
れ
、
そ
の
後
は
件
数
は
減
る
が
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
る
の
は
、
機
関
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

訟
の
場
合
の
C
D
U
／
C
S
U
、
S
P
D
と
い
う
大
政
党
の
動
向
と
等
し
く
、
必
ず
し
も
連
邦
国
家
法
上
の
争
訟
の
制
度
が
遊
休
・
形
骸

化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
一
九
六
七
年
か
ら
八
七
年
に
決
定
が
下
さ
れ
た
、
州
政
府
と
連
邦
政
府
の
争
訟
に
関
す
る
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
二
〇
件
中
、
一

　
（
2
7
）

一
件
に
少
数
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
　
「
憲
法
裁
判
権
に
お
い
て
は
政
治
的
な
る
も
の
そ
れ
自
体
が
法
の
対
象
と
な

り
」
、
「
憲
法
裁
判
官
は
、
通
常
の
裁
判
官
と
は
対
照
的
に
、
非
政
治
化
さ
れ
得
な
い
た
ぐ
い
の
法
と
か
か
わ
り
を
持
ち
」
、
「
政
治
的
な
領

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

域
か
ら
脱
し
得
な
い
法
」
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
以
下
の
表
8
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
連
邦
政
府
と
州
政
府
の
対
立
の
詳
細
と
連
邦
与
党
と
州
野
党
の
対
立
の
有
無
の
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

細
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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表8　連邦憲法裁判所における連邦与党と州野党間の対立の有無

　1　抽象的規範審査

i）1949～69年CDU首班政権期

　　　　　　　　　　申立て人 両者の対立

㊤
①

審査対象 判　決

1951．11．27

（BVerfGE

1952．　2。20．

1953．　6．10．

1956．　5．30．

1957．　1。23．

1958．　3．　5．

1958。　6．10．

1958。　6．24．

1958．　7，10．

1，85）

1，117）

2，307）

5，25）

6，104）

7，305）

8，174）

8，51）

ヴュルデンベルク・バーゲン州政　1950会計年度野間財政調整法
府（DVP）　　　　　　（195L3．16）
ヴュルデンベルク・バーデソ州政　1950会計年度財政調整法（1951．3．
府（DVP）　　　　　　　　　　16．）同法施行第一規則（1951．6。
ハンブルク市政府（SPD）　　　26．）

ニーダーザクセン州政府（SPD）　ビュッケンブルクとハノーファー
　　　　　　　　　　　　　　　州裁判所管轄区変更に関するニー
　　　　　　　　　　　　　　　ダーザクセソ州規則（1952．7．8．）

バイエルン州政府（CSU→SP　薬局新設暫定規制法（1953．1．13．）
D）　　　　　　　　　　　　　他

ノルトライン・ヴェストファーレ　ノルトライソ・ヴェストファーレ
ソ州政府（CDU→SPD）　　　ン州市町村選挙法（1954．6．12．）の
　　　　　　　　　　　　　　　5％阻止条項

ハンブルク市政府（SPD）　　　基本法131条に該当する者の法的
　　　　　　　　　　　　　　　関係を規律する法（1951．5．11。）

　　　　　　　　　　　　　　　連邦行政裁判所法（1952．9．23．）ノルトライン・ヴェストファーレ
ソ州政府（CDU→SPD）

ヘヅセン州政府（SPD） 所得税法（1954。12．21）
法人税法（　　〃　　）

　　　　ラインラント・プァルツ州政府　　1937年のブドウ栽培条令のための
8，71）　　（CDU）　　　　　　　　　　　国農夫指導者の行政職務第．一命令

却　下

合　憲

無　効

無　効

合　憲

合　手

合　憲

無効：政党への寄付が
所得・収入から控除さ
れる限りで無効

無　効

無

無

E
、

血
…

一
比
“

ゴ
’

無

有

無

有

無



詞
竪
Q
＝
へ
ゆ
倉
翼
想
囲
尽
諏
無
耀
瓠
や
仏

1958，　7．30．

1959．　4．27．

1959．　6．16．

1959．　7．14．

8，104）

9，268）

9，305）

10，20）

1960．　2．　2．

　　　　　10，285）

1962．　7．24
14，197）

1962．10．30．

1966．　7．19．

15，1）

20，56）

連邦政府

ブレーメン市政府（SPD）

バイエルン州政府（SPD→CU
S）

バーデソ・ヴュルテンベルク州政
府（CDU）
ヘッセン州政府（SPD）
ニーダーザクセン州政府（ドイツ
党）

バイエルン州政府（CSU）

ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州政府（CDU）
ブレーメン市政府（SPD）
ヘツセソ州政府（SPD）
ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）

バイエルン州政府（CSU）
ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州政府（CDU）
バーデソ・ヴュルテソベルク州政
府（CDU）
ヘッセン州政（SPD）

ヘッセン州政府（SPD）

原子力兵器に対する住民投票を定
めるハンブルク市法（1958．5．9．）
同ブレーメン市法（1958．5．20．）

ブレーメン職員代表機関法（1957．
12．3。）

補償要求取消法（1956．6．14．）

「プロイセン文化財」財団設立と
旧プロイセン州財産の同財団への
譲渡を定める法（1957．7．25．）

無　効

無　効

違憲・無効
（基本法120条に反し）

合　憲

公務員法統一のための大綱法　合　憲
（1957．7．1．）

クレジット制度法（1961．7．10。）　合　憲

連邦水路浄化保持法（1960．8．17．） 違憲・無効
（基本法70条に反し）

国の政党に対する補助金が5％以　無　効
上の得票率を得て連邦議会に代表
を送っている政党に限定されてい
ること：1965会計年度における連
邦予算計画査定法（1965．3．18．）

有

無

無

無

無

無4
’

無

有

卜
①



1967．　7．18．

　　　　22．180）

1968．10．　2．

　　　　24，174）

1969．　7．15．

　　　　　26，338）

1970．12。15．

　　　　　30，1）

1971．7．27．

31，314）

ヘッセン州政府（SPD）
ハンブルク市政府（SPD）
ブレーメン市政府（SPD）
ニーダーザクセン州政府（SPD）

バイエルン州政府（CSU）

バイエルン州政府（CSU）

ヘッセン州政府（SPD）

ヘッセン州政府（SPD）

青少年福祉法（1961．8．11．）連邦
社会扶助法（1961．6．30．）

資本流通税法（1959，7．24．）

鉄道と道路の交差点に関する法
（1963．8．14．）

17次基本法改正法10条2項（1968．
6．24．）信書・郵便・電気通信の秘
密制限法（1968．8．13．）

売．L税（付加価値税）法2条3項
2段（1967．5．29．）

部分無効

合憲（全員一致）

部分違憲・無効
（4対3）

合憲（5対3）

違憲・無効
（4対3）

有

無

無

有

有

oo
@

ii）1969～82年SPD首班政権期

申立て人 審査対象 判　決 両老の対立

1971．11．15．

（BVerfGE　32，199）

1972．　7．26．

　　　　　34，9）

1973．　7，31．

　　　　　36，1）

1974．　6．25．

　　　　37，363）

1975．　2．25．

連邦政府

連邦政府

バイエルン州政府（CSU）

ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）
バイエルン州政府（CSU）

193名の連邦議会議員
39，1）　バーゲン・ヴュルテンベルク州政
　　　　府（CDU）

裁判官・検察官職務年金受給に関
するヘッセン州法（1970．3．4．）

ヘッセソ州俸給調整法（1971．5．
24．）

1972．12．21．のBRDとDDR間
の基本条約のための法律（1973．
6．6．）

第4次年金保険改正法（1973．3．
30．）

第5次刑法改正法218a条（妊娠中絶
の期間による解決Fristen16sung
規定）（1974。6，18．）

連邦法と一致
（4対3）

連邦法と不一致
（4対3）

合　憲
（全員一致）

合　憲
（5対3）

違憲・無効
（基本法1条1項，2

条2項1段に反し）

無

無

有

有

有



扁
鄭
e
ξ
ゆ
公
論
9
圃
侶
轍
無
最
躯
ヤ
』

1975．　5．　4．

1977．　2．　8

39，96）

43，291）

1978．　4．13．

　　　　48，127）

1979．　7．24．

52，63）

1980．12．10．

　　　　55，274）

1982．10．19．

　　　　61，149）

ザールラント政府（CDU）
バイエルン州政府（CSU）
シュレースヴィヒ・ホルシュタイ
ン州政府（CDU）
ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）

バイエルン州政府（CSU）

ヘッセン州政府（SPD）

H．コール，F・ツイマーマ：／他
213名の連邦議会議員・バイエル
ン州政府（CSU）
ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）
バーゲン・ヴュルテソベルク州政
府（CDU）

ニーダーザクセン州政府（CDU）

バイエルン州政府（CSU）

バーデソ・ヴュルテソベルク州政
府（CDU）
バイエルン州政府（CSU）
ニーダーザクセン州政府（CDU）
ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）
シュレースビィッヒ・ホルシュタ
イン州政府（CDU）

都市計画促進法（1971，7．27．）

大学大綱法（1976，2．26．）

兵役義務・代替役務法改正法
（1977．7．13．）

所得税法（1977．12．．）法人税法
（1976．8．31．）（政党への寄付に対

する税控除の限度）

職業教育実習地促進法（1976．9．
7．）

国家賠償責任法（1981．6．26。）

（6対2）

合　憲
（全員一致）

一部違憲・無効
（全員一致）

違憲・無効
（基本法3条1項に反

し）

（6対2）

合　憲
（全員一致）

違憲・無効（5対3）
（基本法84条1項に反

し）

違憲・無効
（基本法70条に反し）
（全員一致）

有

無

有

有

県

有

O
①



iii）　1982～87年cDu首班政権期

　　　　　　　　　　申立て人 審査対象 判　決 両者の対立

O
O
｛

1985．　4．24．

（BVerfGE　69，1）

1986．　6．24．

　　　　72，330）

ブレーメン市政府（SPD）　　　兵役拒否三新秩序法（1983．2．28．）
ハンブルク市政府（SPD）
ヘッセン州政府（SPD）
ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州政府（SPD）

ノルトライソ・ヴェストファーレ　1）所得税と法人税の税資格・分
ン州政府（SPD）　　　　　　　析法（1984．12．14）
バーゲン・ヴュルテンベルク州政　2）連邦と州間の財政調整法改正
府（CDU）　　　　　　　　　　　法（1985．12．19．）
ブレーメン市政府（SPD）
ヘッセγ州政府（SPD）
ザールラント政府（SPD）
ハンブルク市政府（SPD）

合　憲
（全員一致）

1）一部違憲
（全員一致）

2）違　憲
（7対1）

有

無

皿　連邦国家法上の争訟

i）1949～69年CDU首班政権期

申立て人

バーゲン州政府（CDU）

審査対象 判　決 両者の対立

1951．10．23．

（BVerfGE　1，14）

1954．12．　1．

4，115）

連邦政府

バーゲン州，ヴュルテンベルク・
バーゲン州およびヴュルテンベル
ク・ホーエソツォレルン州を含む
領域の再編成（基本法118条2項）
実施のための連邦法（1951．5．4．）

ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州俸給法（1954．6．9．）（連邦職
員以．ヒに州職員の俸給は好待遇た
りうるか）

部分無効

却　下
（好待遇たりうる）

旺
旧

♂
」
’

任
い

塩
（



1957．　3．26．

1958．　7．30．

6，309）

8，122）

連邦政府

連邦政府

1960．3．15．　　　　ノルトライソ・ヴェストファーレ
　　　　　11，6）　ソ州政府（CDU）

1961．　2．28．

　　　　　12，205）

1961，　7．11．

客961

］の

KO71

翻
郎
Q
ミ
ゆ
赴
霧
建
圃
居
報
無
蝦
抵
ヤ
』

13，54）

1）ハンブルク市政府（SPD）

2）　ハンブルク市政府（SPD）
　　ヘッセソ州政府（SPD）

ヘヅセソ州政府（SPD）

4・11．　　　ヘヅセン州政府（SPD）
　　21，312）

ニーダーザクセン州（ドイツ党）却下
公立学校制度法（1954．9．14．）

ヘッセン州政府（SPD）が原子　違　反
力兵器に対する住民投票の実施を
求めるヘッセソ市町村の決議を破
棄せずに連邦に友好的な態度の義
務に違反したか

連邦労働・社会秩序大臣が蒸気ボ　違　憲
イラーに関する1945年以前の3法　（基本法30条，83条に
を根拠に許可を与えるのは違憲で反し）
はないか

1）北ドイツラジオ放送に関する　1）ハンブルク州法が
　国家契約（1955．2．16、）　　　　違憲・無効
2）　ドイツテレビ有限会社設立2）違憲・違反
　（1960．7．25．）により基本法5
　条，30条（87条3項）と連邦に
　友好的な態度の原則に連邦政府
　に違反したか

基本法29条1項，2項3項，6項　却　下
2段目従って連邦領域の新編成の
ための法律案を提案する連邦政府
の義務

連邦水路行政局がヘッセソ水道法　違憲（全員一致）
に基づいて許可および認可し，料　　（基本法30条583条に
金を請求したこと　　　　　　　反し）

無

右

無4’

有

有

有

1969～82年SPD首班政権期

申立て人 審査対象 判　決 両者の対立

1976．　2．10．

（BVerfGE　41，291）
バイエルン州政府（CSU） （1974．2．13．の連邦新聞30号掲載　違憲（全員一致）

の）「特別構造問題を持つ領域に（基本法104a条4項に

；有 H
O
H



逸
唖
び
一
回
弼
O
㊦
蒸
塑
尋
黙
謹
強
L

π
旨
が
」
、
「
、
［
讃
㊦
畑
咄

薗
e
）

102

（
餅
）
　
卦
蜘
π
溝
ぐ
’
＾
酪
醸
吋
㌶
暴
け
匹
。
ヨ
O
「
遊
覧
。
ω
o
冒
琶
く
①
『
o
ぎ
げ
碧
酵
兼
言
f
類
酵
陛
㌶
巳
。
器
財
蒔
醜
男
叫
び
。

　
こ
の
う
ち
、
一
九
六
六
年
七
月
一
九
日
の
判
決
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
国
の
政
党
に
対
す
る
補
助
金
が
（
五
％
以
上
の
得
票
率
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

獲
得
し
て
）
連
邦
議
会
に
代
表
者
を
送
っ
て
い
る
政
党
に
限
定
さ
れ
て
配
分
さ
れ
る
一
九
六
五
年
連
邦
予
算
計
画
査
定
法
を
、
　
「
独
自
の

力
に
よ
っ
て
作
用
し
、
か
つ
国
家
か
ら
独
立
し
た
集
団
と
し
て
政
党
の
構
造
を
憲
法
上
確
定
し
た
基
本
法
二
一
条
一
項
」
に
反
し
、
無
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

で
あ
る
と
判
断
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
的
規
範
審
査
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
（
S
P
D
）
が
申
立
て
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

政
府
の
主
張
に
よ
れ
ぽ
、
か
か
る
限
定
は
「
有
権
老
の
投
票
を
め
ぐ
る
競
争
の
機
会
均
等
と
い
う
す
べ
て
の
政
党
の
権
利
を
侵
害
し
」
、

「
か
か
る
配
分
は
現
状
維
持
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
政
党
に
将
来
多
数
派
を
獲
得
す
る
機
会
を
提
供
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

と
い
う
民
主
的
原
則
を
害
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
（
C
S
U
）
政
府
、
ノ
ル
ト
ラ
イ

ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
（
C
D
U
）
政
府
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ
州
（
C
D
U
）
政
府
お
よ
び
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
（
C
D
U
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

政
府
は
反
対
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
州
政
府
間
の
対
立
は
、
C
D
U
／
C
S
U
・
F
D
P
連
邦
政
府
対
S
P
D
野
党
と
の
対
立
と
一
致
し
て
い
た
。
C
D
U
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

主
張
に
よ
れ
ば
、
　
「
国
家
財
政
に
よ
る
援
助
は
政
党
の
国
家
か
ら
の
自
由
と
独
立
を
危
う
く
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
C
S

U
、
F
D
P
も
こ
の
立
場
に
同
調
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
S
P
D
は
、
　
「
機
会
均
等
の
観
点
か
ら
よ
り
低
く
（
五
％
の
阻
止
条
項
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

下
に
）
阻
止
点
が
査
定
さ
れ
る
の
が
、
よ
り
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
た
。
一
九
六
五
年
の
連
邦
議
会
選
挙
で
一
・
三
％
の
得

票
率
を
獲
得
し
た
ド
イ
ツ
平
和
同
盟
（
D
F
U
）
は
、
「
国
家
は
違
憲
政
党
を
促
進
す
る
危
険
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
中
傷
的
論
拠



ドイツ連邦共和国における州の役割

に
よ
っ
て
、
少
数
政
党
を
国
家
財
政
上
の
援
助
か
ら
排
除
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
。
政
党
の
違
憲
性
を
確
定
す
る
の
は
、
基
本
法
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

条
二
項
に
基
づ
い
て
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
判
決
を
行
う
と
い
う
）
手
続
に
よ
る
場
合
の
み
で
あ
る
し
と
主
張
し
た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
判
決
に
基
づ
い
て
、
一
九
六
七
年
七
月
二
四
日
の
政
党
法
は
阻
止
点
を
二
・
五
％
に
下
げ
た
が
、
一
九
六
八
年
七
月
一
七

日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
は
、
得
票
歯
型
・
五
％
に
達
し
た
政
党
だ
け
に
選
挙
費
用
を
得
票
数
に
応
じ
て
支
払
う
の
は
基
本
法
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

条
一
項
、
三
条
一
項
〔
平
等
条
項
〕
に
反
し
、
違
憲
で
あ
る
、
と
再
度
判
断
し
た
。
こ
の
た
め
、
現
行
政
党
法
は
阻
止
点
を
○
・
五
％
と

し
て
い
る
。
結
局
、
国
家
財
政
に
よ
る
政
党
援
助
の
問
題
は
、
「
関
連
す
る
規
範
の
欠
願
の
故
に
、
憲
法
的
（
く
Φ
吟
興
の
言
㈹
鐙
Φ
o
匿
一
ざ
ぽ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

に
で
は
な
く
、
憲
法
政
治
的
（
く
Φ
跳
p
ω
ω
旨
σ
q
ω
づ
巳
三
ω
。
げ
）
　
に
の
み
判
断
さ
れ
う
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
争
訟
を
通
じ
て
、
州
政
権
を
担
当
す
る
野
党
が
連
邦
政
府
・
与
党
に
楯
突
く
余
地
が
あ
る
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
で
見
解
の
多
元
性
と
少
数
派
の
保
護
に
資
す
る
が
、
そ
の
う
ち
過
半
数
が
違
憲
判
決
を
、
し
か
も
比
較
的
短
期
間
の
審
理

に
よ
っ
て
、
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
、
西
独
の
違
憲
立
法
審
査
権
の
特
徴
で
あ
る
。
常
に
憲
法
改
正
（
一
九
四
九
年
か
ら
七
六
年
八
月
ま

で
に
三
四
回
基
本
法
は
改
正
さ
れ
た
）
に
よ
っ
て
憲
法
現
実
と
憲
法
条
文
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
よ
う
と
す
る
努
力
と
な
ら
ん
で
、
西
独

的
な
合
理
主
義
精
神
の
発
露
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

三
　
連
邦
政
府
の
人
的
供
給
源
と
し
て
の
州
政
府

ω
　
代
表
的
政
治
家
の
実
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塒

こ
こ
で
は
、
政
治
家
の
人
材
養
成
過
程
に
お
い
て
、
州
政
府
首
脳
と
い
う
役
職
が
持
っ
て
い
る
行
政
能
力
・
政
権
担
当
能
力
を
育
成
す



る
機
能
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　
西
独
の
政
治
家
は
州
政
府
の
｝
員
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
策
決
定
時
に
必
要
な
与
野
党
の
妥
協
と
政
治
的
平
衡
感
覚
を
学
び
、
現

実
的
路
線
が
イ
デ
二
目
ギ
ー
的
路
線
と
い
か
に
異
っ
て
い
る
か
を
、
身
を
も
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
西
独
の
一
一
州
の
首
相
の
一

つ
に
な
っ
た
者
は
、
そ
の
義
務
担
当
能
力
が
認
め
ら
れ
る
と
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
首
相
候
補
に
も
な
り
う
る
と
い
う
可
能
性
を
も
持
っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
政
務
担
当
者
で
あ
る
政
治
家
が
州
の
実
務
担
当
と
い
う
具
体
的
実
積
に
基
づ
い
て
選
出
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
豊
か
な
実
務
経
験
が
一
国
の
宰
相
と
な
る
た
め
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
位
置
し
て
い
る

こ
と
こ
そ
が
、
西
独
の
政
治
家
の
質
の
向
上
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
「
経
験
に
ま
さ
る
教
師
は
な
い
（
U
δ
国
蹴
魯
『
巷
σ
q

一
誓
島
⑦
ご
Φ
蓉
。
ピ
①
年
ヨ
㊦
δ
一
①
二
β
）
」
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
代
表
的
政
治
家
の
実
例
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
㈲
　
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
と
ハ
イ
ネ
マ
ン
　
一
九
四
六
年
と
四
七
年
に
行
わ
れ
た
州
議
会
選
挙
、
一
九
四
六
年
に
行
わ
れ
た
市
村
町
議
会

選
挙
お
よ
び
一
九
四
七
年
と
四
八
年
に
行
わ
れ
た
市
村
町
議
会
選
挙
と
い
う
三
つ
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
別
得
票
率
を
、
市
村
町
の
人
口

別
に
、
S
P
D
と
C
D
U
／
C
S
U
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
表
9
の
よ
う
に
、
人
口
二
〇
万
人
以
上
の
都
市
で
三
回
と
も
C
D
U
／
C

S
U
が
S
P
D
を
上
回
っ
た
の
は
、
ケ
ル
ン
市
の
み
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
全
国
組
織
を
持
つ
S
P
D
と
地
方
レ
ベ
ル
の
み
で
し
か
組

織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
C
D
U
／
C
S
U
を
一
概
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
都
市
に
な
る
ほ
ど
S
P
D
が
強
く
、
農
村
部
に

な
る
ほ
ど
C
D
U
／
C
S
U
が
強
い
。
今
日
で
も
こ
の
傾
向
は
同
じ
で
あ
る
（
表
1
0
）
。

　
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
一
九
四
六
年
の
市
町
村
選
挙
で
C
D
U
が
圧
勝
し
、
五
一
議
席
中
四
一
議
席
を
占
め
た
ケ
ル
ン
市
（
人
ロ
五
九
万
）

の
元
市
長
（
一
九
一
七
年
か
ら
三
三
年
、
一
九
四
五
年
五
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
在
職
）
の
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
（
訳
。
霞
巴
〉
号
器
二
間
）
が
初

代
連
邦
首
相
（
一
九
四
九
年
か
ら
六
三
年
ま
で
在
職
）
と
な
り
、
同
じ
く
一
九
四
六
年
の
市
町
村
議
会
選
挙
で
五
四
議
席
中
三
〇
議
席
を
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　　　　　　　　　　　　表9　都市人口と党派別支持

州議会選挙 市町村選挙 市町村選挙
都市人口 1946／47 1946 1947／48

SPD　CDU／CSU SPD　CDU／CSU SPD　CDU／CSU
100万以上 2　　　　　0 2　　　　　0 1　　　　　0

50万～100万 2　　　　　1 0　　　　　3 2　　　　　1

20万～50万 16　　　　　0 13　　　　　3 15　　　　　1

10万～20万 12　　　　　8 5　　　　15 12　　　　　8

5万～10万 39　　　　11 31　　　　19 39．5　　　10。5

2万～　5万 58　　　　60 47　　　　71 68　　　　49

（注）

（人口別に各都市でSPDとCDU／CSUの獲得した得票率のどちらが多かったか）

本表は、Hrsg．　v．　Deutschen　Stadtetag，　S’α’観説々6∫ル加61’‘々1）θ2榔6加γGθ膨魏鹿π

1949，S．478－85，494－502．に基づいて作成しオご。1947／48年11∫町村選挙については、選

挙が行われなかった人r1160万のハンブルクと一一一都市は除く。

表10　1976年連邦議会選挙における市町村人口別得票率（％）

市町村の人口 SPD CDU／CSU FDP

0－　1，000 29．7 63．8 5．7

1，000－　3，000 32．6 60．8 5凸9．

3，000－20，000 ・38．5 53．5 7．3

20，000－50，000 42．8 48．4 8．1

50，000－100，000 45．9 47．1 8．1

100，000－200，000 48．8 41．7 8．6

200，000一 50．2 39．4 9．3

連邦平均 42．6 48．6 7．9

（注）　本表は、Hrsg．、㌃Helno　Kaack／Re｛11ho】d　Roth，∫や〃忽6／2ノ納zわ1’‘々197◎1979，　S．

　　　102，に基づいて作成した。

C
D
U
が
占
め
た
エ
ッ
セ
ン
市
（
人
口
六
一
万
）

の
市
長
（
一
九
四
六
年
か
ら
四
九
年
ま
で
在
職
）

の
ハ
イ
ネ
マ
ン
（
（
｝
二
ω
け
帥
く
ぐ
『
．
　
匡
Φ
一
口
①
5
P
9
ロ
ロ
）

が
、
連
邦
議
会
議
員
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て
内
相
に
任
命

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ハ
イ
ネ
マ
ン
は
、
一
九
四
七
年
か
ら
四
八
年

に
か
け
て
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

ー
レ
ン
州
法
相
を
兼
務
し
て
い
る
。
彼
は
一
九

五
〇
年
一
〇
月
に
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
再
軍
備

に
反
対
し
て
内
相
を
辞
職
し
た
後
、
紆
余
曲
折

を
経
て
五
七
年
に
S
P
D
所
属
の
連
邦
議
会
議

員
と
な
り
、
六
六
年
か
ら
六
九
年
ま
で
キ
ー
ジ

ン
ガ
ー
内
閣
の
連
邦
法
相
と
な
っ
た
。
し
か
も

彼
は
、
一
九
六
九
年
か
ら
七
四
年
ま
で
第
三
代

連
邦
大
統
領
を
務
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
㈲
　
ホ
イ
ス
と
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
　
一



九
四
九
年
か
ら
五
九
年
に
か
け
て
初
代
連
邦
大
統
領
に
な
っ
た
ホ
イ
ス
（
↓
ゴ
Φ
O
α
O
「
｝
貞
Φ
二
ω
ω
）
は
、
一
九
四
五
年
九
月
か
ら
四
六
年
一
二

月
ま
で
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州
文
化
・
教
育
相
で
あ
っ
た
。
ホ
イ
ス
は
、
一
九
二
四
年
か
ら
二
八
年
お
よ
び
三
〇
年
か
ら
三

三
年
ま
で
国
議
会
議
員
を
務
め
る
一
方
、
一
九
二
〇
年
か
ら
ベ
ル
リ
ン
政
治
科
大
学
講
師
で
あ
り
（
一
九
三
三
年
一
月
に
ヒ
ト
ラ
ー
政
権

誕
生
と
同
時
に
辞
職
）
、
戦
後
は
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
工
業
大
学
客
員
教
授
と
し
て
政
治
学
と
近
代
史
を
教
え
る
傍
ら
、
ボ
ン
基
本
法

制
定
会
議
議
員
と
し
て
活
躍
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詑
）

　
S
P
D
右
派
に
位
置
す
る
徹
底
し
た
反
共
主
義
者
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
O
。
。
ユ
。
ω
曇
日
乙
）
は
、
一
九
四
八
年
九
月
度
ら
四
九
年
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

月
ま
で
ボ
ン
基
本
法
制
定
に
際
し
て
、
S
P
D
議
員
団
団
長
を
務
め
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
成
立
後
、
一
九
五
七
年
秋
に
、
元
共
産
主
義
者
ヴ

ェ
ー
ナ
ー
（
｝
幽
Φ
『
げ
Φ
『
一
　
芝
①
プ
⇒
Φ
吐
）
、
S
P
D
国
民
政
党
化
構
想
の
主
唱
者
で
あ
り
一
九
五
九
年
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
に
至
る
S
P
D
の

現
実
化
路
線
の
戦
略
を
作
成
し
た
亨
レ
ル
（
翼
N
貯
勲
）
と
芝
・
s
p
D
連
邦
議
会
副
院
内
総
楚
就
任
し
範
彼
は
・
後
笙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

九
五
九
年
七
月
に
は
連
邦
議
会
副
議
長
と
し
て
、
形
式
的
元
首
で
あ
る
連
邦
大
統
領
選
に
出
馬
し
、
さ
ら
に
、
六
六
年
一
二
月
か
ら
六
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

年
一
〇
月
ま
で
連
邦
参
議
院
・
州
担
当
連
邦
大
臣
と
な
っ
た
が
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
政
治
家
に
な
る
以
前
は
、
一
九
四
五
年
六
月
か
ら
ヴ

ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
地
区
文
化
・
授
業
・
芸
術
相
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
か
ら
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
州
首
相
工
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

相
、
一
九
四
七
年
七
月
か
ら
一
九
五
〇
年
五
月
ま
で
同
感
副
首
相
兼
法
相
の
地
位
に
あ
り
、
行
政
能
力
を
備
え
て
い
た
。
彼
は
ま
た
、
ヴ

ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州
憲
法
草
案
作
成
者
と
し
て
、
首
相
の
不
信
任
案
に
新
首
相
の
選
出
を
セ
ッ
ト
さ
せ
る
建
設
的
不
信
任
投

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

票
制
度
（
同
州
憲
法
七
三
条
、
基
本
法
六
七
条
）
を
始
め
て
提
唱
し
た
。

　
ω
　
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
と
プ
ラ
ン
ト
　
一
九
六
六
年
一
二
月
に
S
P
D
と
C
D
U
／
C
S
U
の
大
連
立
内
閣
の
首
相
に
な
っ
た
キ
ー
ジ
ン

ガ
ー
（
区
β
誹
0
8
蹟
屋
①
ω
ぎ
σ
q
2
）
は
、
同
年
一
一
月
に
C
D
U
／
C
S
U
首
相
候
補
に
選
出
さ
れ
た
時
、
バ
ー
ゲ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン

106



ドイツ連邦共和国における州の役割

ベ
ル
ク
州
首
相
（
一
九
五
八
年
一
二
月
か
ら
首
相
就
任
時
ま
で
在
職
）
で
あ
っ
た
。
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
は
、
一
九
四
九
年
か
ら
五
八
年
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

連
邦
議
会
議
員
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
首
相
に
選
出
さ
れ
た
時
は
連
邦
議
会
議
員
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
州
首
相
は
当
然
州
政
府
の

袋
と
し
て
連
邦
三
選
の
メ
・
バ
ー
で
あ
晦
一
九
六
二
年
か
ら
牽
問
馨
制
の
連
邦
参
議
院
議
長
で
あ
・
た
か
餐
国
政
・
ベ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

で
も
政
権
担
当
能
力
を
備
え
て
い
た
。

　
こ
の
大
連
立
内
閣
の
副
首
相
兼
外
相
を
務
め
た
S
P
D
の
プ
ラ
ン
ト
（
≦
一
＝
団
　
b
d
同
⇔
旨
α
件
）
も
、
就
任
時
ま
で
一
九
五
七
年
一
〇
月
以

来
西
ベ
ル
リ
ン
市
市
長
（
州
首
相
と
同
一
権
限
）
で
あ
り
、
一
九
四
九
年
か
ら
五
七
年
ま
で
連
邦
議
会
議
員
で
あ
っ
た
点
で
キ
ー
ジ
ン
ガ

ー
と
同
一
の
経
路
を
経
て
連
邦
大
臣
に
な
っ
た
。
彼
は
、
一
九
六
一
年
と
六
五
年
に
連
邦
首
相
候
補
と
し
て
総
選
挙
を
戦
い
、
六
四
年
に

S
P
D
党
首
と
な
り
、
八
七
年
三
月
に
引
退
す
る
ま
で
S
P
D
の
党
務
に
お
け
る
顔
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
九
六
九
年
か
ら
七
四
年
に
か

け
て
連
邦
首
相
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
東
方
外
交
の
推
進
に
よ
り
一
九
七
一
年
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
け
た
が
、
内
政
上
の
公
務
担
当
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

と
し
て
は
、
彼
は
自
身
の
秘
書
の
ス
パ
イ
事
件
に
よ
っ
て
一
九
七
四
年
に
失
脚
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
一
九
六
九
年
の
次
期
総
選
挙
で
、
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
お
よ
び
プ
ラ
ン
ト
共
に
連
邦
議
会
議
員
に
復
帰
し
て
い
る
。

　
の
　
H
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
コ
ー
ル
　
H
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
団
①
一
日
号
ω
o
げ
巨
一
箪
）
首
相
（
一
九
七
四
年
か
ら
八
二
年
ま
で
在
職
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

「
連
邦
首
相
の
職
の
た
め
に
正
し
く
訓
練
さ
れ
た
最
初
の
首
相
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
程
の
経
歴
を
も
っ
て
い
る
。
一
九
五
三
年
か
ら
六

二
年
ま
で
連
邦
議
会
議
員
、
六
一
年
か
ら
六
五
年
ま
で
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
（
州
と
同
一
権
限
）
内
相
、
六
五
年
か
ら
再
び
連
邦
議
会
議
員
、

六
七
年
か
ら
S
P
D
院
内
総
務
、
六
九
年
か
ら
七
二
年
ま
で
連
邦
国
防
相
、
七
二
年
七
月
か
ら
一
二
月
ま
で
連
邦
経
済
．
大
蔵
相
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

後
七
四
年
ま
で
連
邦
大
蔵
相
で
あ
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
、
一
九
六
六
年
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ
州
C
D
U
党
首
と
な
り
、
一
九
七
一
年
の
同
心
選
挙
で
C
D
U
が
五
〇
％
の
得107



票
率
を
制
し
た
時
の
州
首
相
（
一
九
六
九
年
か
ら
七
六
年
ま
で
在
職
）
で
あ
っ
た
の
が
、
コ
ー
ル
（
国
Φ
巨
暮
訳
。
巨
）
現
連
邦
首
相
（
一

九
八
二
年
一
〇
月
以
来
在
職
）
で
あ
る
。
彼
の
場
合
、
州
務
で
の
そ
の
著
し
い
躍
進
が
連
邦
首
相
へ
の
門
戸
を
開
い
た
。
彼
は
、
一
九
七

三
年
に
連
邦
C
D
U
党
首
に
な
り
、
一
九
七
五
年
州
選
挙
で
五
三
・
九
％
と
い
う
戦
後
C
D
U
の
連
邦
・
州
を
通
じ
て
の
最
高
の
得
票
率

　
　
　
　
（
5
2
）

で
大
勝
し
た
後
に
、
七
六
年
総
選
挙
で
は
C
D
U
／
C
S
U
首
相
候
補
と
し
て
戦
い
、
自
身
も
連
邦
議
会
議
員
に
復
帰
し
た
。
彼
は
、
一

九
八
○
年
総
選
挙
で
は
首
相
候
補
の
座
を
C
S
U
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
首
相
（
一
九
七
八
年
か
ら
八
八
年
逝
去
ま
で
在
職
）
で
超
保
守
派
で

あ
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（
緩
き
N
冒
ω
Φ
h
ω
茸
舞
⑳
）
に
奪
お
れ
た
。
こ
の
時
コ
ー
ル
ら
C
D
U
執
行
部
は
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
首
相
（
一

九
七
六
年
か
ら
現
在
ま
で
在
職
）
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
（
国
『
口
ω
け
　
》
冒
り
民
①
O
げ
け
）
を
首
相
候
補
に
推
し
、
彼
は
C
D
U
支
持
者
か
ら
は
好
意
的

に
迎
え
ら
れ
て
い
た
が
、
首
相
候
補
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
八
○
年
連
邦
議
会
選
挙
で
C
D
U
／
C
S
U
が
敗
北
し
た
の
は
、
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

ユ
ト
ラ
ウ
ス
が
余
り
に
も
保
守
的
で
あ
り
す
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
ケ
ー
ス
を
通
じ
て
重
要
な
こ
と
は
、
戦
後
西
独
の
政
界
に
お
い
て
は
政
党
の
首
脳
は
、
よ
り
現
実
的
な
公
務
担
当
者
と
よ
り
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
党
務
担
当
者
に
分
か
れ
、
前
者
の
み
が
首
相
候
補
な
い
し
は
首
相
と
し
て
適
任
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
S
P

D
で
は
、
前
者
は
H
・
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
首
相
、
後
者
は
プ
ラ
ン
ト
党
首
、
C
D
U
／
C
S
U
で
は
、
前
者
は
コ
ー
ル
首
相
、
後
者
は
シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
で
あ
り
、
本
来
党
務
の
代
弁
者
で
あ
る
べ
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
候
補
に
、
公
務
に
お
け
る
政
策
決
定
と
い
う
各
党
の
見
解
の
ボ
ー

ダ
ー
ラ
イ
ン
上
で
の
現
実
的
選
択
を
ま
か
せ
る
こ
と
は
、
場
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
公
務
と
党
務
の
役
割
分
担
も
、
S
P
D
に
関

し
て
は
緑
の
党
出
現
以
来
、
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
現
在
、
有
力
な
S
P
D
首
相
候
補
と
さ
れ
て
い
る
ラ
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
（
○
ω
犀
9
『
　
ピ
鋤
h
O
口
一
P
凶
コ
⑦
）
副
党
首
・
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
首
相
（
一
九

八
五
年
か
ら
現
在
ま
で
在
職
）
は
、
ブ
ラ
ン
ト
引
退
に
伴
っ
て
八
七
年
に
新
党
首
に
な
っ
た
フ
ォ
ー
ゲ
ル
（
＝
き
ω
山
。
。
ゴ
窪
く
。
α
q
①
ご
八

108



ドイツ連邦共和国における州の役割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銅
）

「
年
「
月
か
ら
六
月
ま
で
ベ
ル
リ
ン
市
長
・
八
三
年
冬
P
D
首
相
候
補
）
よ
り
も
左
寄
り
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ゲ
ル
と
時
を
同
じ
く
し
て
ラ

フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
が
副
党
首
と
な
り
、
首
相
候
補
に
内
定
し
た
の
は
、
一
九
八
五
年
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
州
選
挙
で
S
P
D
が
圧
勝
し
た
か
ら
で

あ
る
。
戦
後
一
貫
し
て
C
D
U
が
政
権
を
担
当
し
て
き
た
同
州
で
、
四
九
・
二
％
の
得
票
率
で
五
一
議
席
中
二
六
議
席
を
取
り
、
　
「
野
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

と
し
て
の
地
位
か
ら
脱
皮
し
て
単
独
で
過
半
数
の
議
席
を
獲
得
し
た
西
独
で
前
例
の
な
い
出
来
事
」
を
通
じ
て
、
一
九
四
三
年
生
れ
の
ラ

フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
、
S
P
D
の
希
望
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
八
七
年
総
選
挙
で
の
S
P
D
首
相
候
補
も
、
一
九

七
八
年
以
来
現
在
ま
で
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
首
相
を
務
め
て
い
る
ラ
ウ
（
冒
冨
口
づ
Φ
ω
国
p
ロ
）
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
州
政
権
担
当
老
が
州
務
で
の
働
き
を
評
価
さ
れ
て
連
邦
首
相
（
候
補
）
に
抜
擢
さ
れ
る
こ
と
が
、
西
独
で
は
常
識
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

さ
え
言
え
る
の
は
、
「
地
方
自
治
は
民
主
主
義
の
源
泉
で
あ
る
だ
け
で
な
く
学
校
で
あ
る
」
と
い
う
英
国
の
政
治
学
者
プ
ラ
イ
ス
Q
⇔
ヨ
①
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

じd

ﾖ
8
）
の
言
葉
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
八
五
年
五
月
八
日
の
連
邦
議
会
で
の
演
説
で
有
名
な
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー

（
図
一
〇
げ
節
「
畠
　
く
陰
　
ノ
ぐ
①
一
N
ω
9
3
0
ゴ
①
『
）
現
連
邦
大
統
領
（
C
D
U
）
は
、
戦
後
一
九
五
三
年
一
〇
月
か
ら
五
五
年
一
月
ま
で
の
一
年
ニ
ケ
月
を

除
い
て
一
貫
し
て
S
p
D
が
州
務
を
担
当
し
て
き
た
ベ
ル
リ
ン
市
に
お
い
て
、
一
九
八
一
年
市
選
挙
で
四
八
・
0
％
を
獲
得
し
て
圧
勝
し
、

そ
の
後
八
四
年
ま
で
市
長
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。

　
と
く
に
、
S
P
D
が
国
民
政
党
と
し
て
現
実
路
線
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
州
政
府
や
市
町
村
で
の
統
治
経
験
に
よ
っ
て
現

実
感
覚
に
富
ん
だ
政
治
家
が
輩
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
ソ
ィ
ン
（
一
九
五
一
年
か
ら
六
九
年
ま
で
ヘ
ッ
セ
ン
州
首

相
）
、
ロ
イ
タ
ー
（
国
白
田
閑
。
旨
興
二
九
四
八
年
か
ら
五
三
年
ま
で
ベ
ル
リ
ン
市
長
）
、
コ
ッ
プ
（
震
弓
ざ
げ
芝
山
げ
Φ
冒
内
。
風
”
一

九
四
六
年
か
ら
五
五
年
、
五
九
年
目
ら
六
一
年
ま
で
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
首
相
）
、
ブ
ラ
ウ
ア
ー
（
竃
螢
×
ゆ
建
二
興
”
一
九
四
六
年
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
9

ら
五
三
年
、
五
七
年
か
ら
六
〇
年
ま
で
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
（
州
と
同
一
権
限
）
市
長
）
お
よ
び
カ
イ
ゼ
ン
　
（
追
出
ゴ
①
一
二
国
巴
。
。
窪
”
［
九
四
　
－



五
年
か
ら
六
五
年
ま
で
ブ
レ
ー
メ
ン
市
（
州
と
同
一
権
限
）
市
長
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
連
邦
議
会
議
員
と
な
っ
た
の
は
プ
ラ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m

ア
ー
（
六
一
年
か
ら
六
五
年
ま
で
在
職
）
の
み
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
S
P
D
党
内
で
は
相
当
な
発
言
力
を
持
っ
て
い
た
。
現
S
P
D
党

首
ブ
ォ
ー
ゲ
ル
も
、
人
口
一
三
〇
万
を
擁
す
る
ド
イ
ツ
第
三
の
都
市
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
（
バ
イ
エ
ル
ン
州
州
都
）
市
長
（
一
九
六
〇
年
か
ら

七
二
年
ま
で
在
職
）
で
あ
っ
た
。

　
②
　
州
政
権
担
当
能
力
の
連
邦
政
治
に
対
す
る
貢
献

　
つ
ぎ
に
、
州
レ
ベ
ル
で
の
連
合
政
権
が
真
に
政
権
担
当
能
力
の
あ
る
政
党
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
否
か
の
試
金
石
で
あ
る
こ
と
を
示

す
事
例
と
し
て
、
緑
の
党
（
G
）
に
対
す
る
S
P
D
の
対
応
に
言
及
し
た
い
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
戦
後
一
貫
し
て
S
P
D
が
政
権
の
中
心

を
占
め
て
き
た
。
す
な
わ
ち
一
九
四
六
年
か
ら
S
P
D
・
C
D
U
連
合
政
権
、
五
四
年
か
ら
S
P
D
・
B
H
E
（
難
民
ブ
ロ
ッ
ク
）
、
七

〇
年
か
ら
S
P
D
・
F
D
P
、
八
五
年
か
ら
S
P
D
・
G
連
合
政
権
が
州
務
を
担
当
し
て
き
た
。
し
か
し
、
緑
の
党
と
の
連
合
は
命
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銘
）

と
な
り
、
一
九
八
七
年
四
月
の
州
選
挙
で
は
ヘ
ッ
セ
ン
州
史
上
初
の
C
D
U
・
F
D
P
政
権
が
誕
生
し
た
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
「
赤

・
緑
色
政
権
」
に
対
す
る
選
挙
民
の
ア
レ
ル
ギ
ー
を
証
明
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
一
三
回
の
州
選
挙
の
う
ち
、
S
P
D
が
五
〇
％
の
得
票
率
を
六
回
も
上
回
っ
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
一
九
八
六

年
一
〇
月
の
州
選
挙
で
は
S
P
D
五
三
議
席
、
C
D
U
五
四
、
G
A
L
（
O
葺
旨
－
9
。
一
8
同
書
二
く
①
団
直
撃
①
巳
一
ω
8
）
＝
二
で
、
政
権
を
担
当
し

う
る
多
数
派
が
形
成
で
き
な
か
っ
た
。
S
P
D
が
G
A
L
と
の
連
合
を
拒
否
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
八
七
年
五
月
に
出
直

し
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ド
ー
ナ
ヌ
ィ
i
（
峯
舞
ω
＜
・
U
o
げ
墨
口
域
二
九
六
九
年
か
ら
八
一
年
ま
で
連
邦
議
会
議
員
、
一

九
七
二
年
か
ら
七
四
年
ま
で
連
邦
教
育
・
学
問
相
）
市
長
（
S
P
D
二
九
八
一
年
か
ら
八
八
年
ま
で
在
職
）
は
、
　
「
G
A
」
と
は
一
、
ミ



リ
メ
ー
ト
ル
も
く
ま
な
い
」
と
宣
言
す
る
一
方
で
、
一
〇
年
以
内
に
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
廃
絶
す
る
こ
と
を
公
約
し
て
勝
利
し
、
八
九
年
九

月
に
S
P
D
・
F
D
P
政
権
が
、
一
九
八
二
年
秋
に
H
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
S
P
D
・
F
D
P
連
邦
政
権
が
崩
壊
し
て
後
に
始
め
て
、
戴
レ
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

ル
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
戦
後
S
P
D
が
市
長
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
き
た
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
一
九
八
一
年
に
C
D
U
・
F
D
P
政
権
が
誕
生
し
た
が
、
一
九

八
九
年
の
州
選
挙
で
は
F
D
P
が
○
議
席
と
な
り
極
右
の
共
和
党
が
進
出
し
た
結
果
、
S
P
D
・
A
L
（
≧
什
①
旨
讐
一
く
Φ
犀
ω
8
”
緑
の
党

系
）
政
権
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
S
P
D
本
部
で
は
、
こ
の
西
ベ
ル
リ
ン
の
連
立
政
権
を
「
西
独
本
土
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
は
し
な

（
6
9
）

い
」
と
強
調
し
て
い
る
。

　
以
上
の
事
実
は
、
政
権
担
当
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
が
極
め
て
む
ず
か
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

ドイツ連邦共和国における州の役割

　
シ
ュ
テ
ル
ソ
に
よ
れ
ば
、
西
独
に
お
け
る
野
党
は
、
国
民
政
党
で
あ
る
が
故
に
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
弱
小
野
党
で
あ
る
危
険
は
小
さ

く
、
そ
れ
は
、
　
「
連
邦
秩
序
と
、
連
立
内
閣
の
連
立
の
組
み
代
え
の
機
会
と
リ
ス
ク
を
自
ら
担
う
用
意
の
あ
る
政
党
が
織
り
成
す
政
党
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

度
と
い
う
、
二
つ
の
原
因
に
負
う
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
二
つ
の
原
因
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
「
連
邦

秩
序
が
野
党
の
政
権
担
当
能
力
の
育
成
に
不
可
欠
な
可
能
性
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
」
を
、
州
の
役
割
に
つ
い
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
次
稿
で
は
、
シ
ュ
テ
ル
ン
が
右
に
述
べ
た
政
権
交
代
を
支
え
る
第
二
の
原
因
と
し
て
の
西
ド
イ
ツ
の
政
党
制
度
を
、
考
察
し
て
み
た
い

と
思
う
。
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権
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閣
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閣
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／
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D
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連
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閣
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権
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し
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。

　
　
一
九
六
九
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〇
月
か
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八
二
年
九
月
ま
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S
P
D
・
F
D
P
内
閣
、
八
二
年
九
月
一
七
日
か
ら
一
〇
月
一
日
ま
で
S
P
D
内
閣
、
以
後
現
在
ま

　
　
で
C
D
U
／
C
S
U
・
F
D
P
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閣
で
あ
る
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9
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．
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＼
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出
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．
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行
動
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ト
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D
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U
の
相
関
関
係
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認
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ら
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プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
S
P
D
の
相
関
関
係
は
そ
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強
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な
い
。
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8
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法
の
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条
文
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原
則
と
し
て
、
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俊
義
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世
界
憲
法
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』
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岩
波
書
店
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三
版
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九
八
○
年
）
に
よ
る
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（
9
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渡
辺
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邦
主
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と
行
政
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夫
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ド
イ
ツ
　
2
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治
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行
政
』
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社
　
一
九
八
二
年
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一
五
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頁
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蜜
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八
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九
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一
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頁
。

（
1
1
）
　
こ
れ
は
、
即
－
目
・
類
Φ
ぎ
曽
。
巨
＼
↓
．
竃
気
団
Φ
『
－
q
、
。
。
㌣
§
吋
§
犠
肉
蕊
§
ミ
§
鴫
ら
ミ
篤
防
ミ
き
ミ
O
鳴
ミ
。
ミ
ミ
皆
§
⑦
籍
§
ミ
§
噂
冨
昌
↓
ゴ
霞
げ
o
o
岸
Φ

　
　
＜
①
二
9
。
o
q
層
ピ
Q
。
卜
。
讐
ω
●
G
。
α
①
－
し
。
切
◎
。
●
所
収
の
バ
ー
ゲ
ン
州
お
よ
び
バ
ー
ゲ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
大
臣
の
実
例
か
ら
引
用
し
た
。
ま
た
ド
イ

　
　
ツ
連
邦
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簿
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郵
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農
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政
治
的
解
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ナ
チ
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担
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再
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人
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れ
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よ
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テ
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ン
ツ
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ル
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九
五
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す
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と
に
協
力
し
、
政
治
的
参
加
の
た
め
の
基

　
　
本
的
な
手
段
で
あ
る
。
」
（
六
条
一
段
）
と
規
定
し
て
い
る
。
O
h
．
寓
餌
昌
昌
。
一
図
簿
慈
お
N
層
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⇔
＆
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§
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＝
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P
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ミ
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＝
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．
匂
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＼
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ミ
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8
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仁
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①
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曳
o
Q
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．
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．
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b
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ω
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ス
ペ
イ
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憲
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レ
フ
ァ
レ
ン
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一
九
七
九
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五
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六
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五
七
頁
。
ま
た
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一
九
四
六
年
九
月
一
八
日
の

　
　
ブ
ラ
ジ
ル
憲
法
一
四
一
条
一
三
項
と
一
九
六
九
年
一
〇
月
一
七
日
の
ブ
ラ
ジ
ル
憲
法
一
五
二
条
一
項
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「
複
数
政
党
制
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9
覧
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牧
α
巴
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O
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鴇
H
け
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ω
”
営
蜜
9
葺
団
o
h
”
9
…
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ω
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九
八
八
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一
〇
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五
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ブ
ラ
ジ
ル
憲
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七
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多
党
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的
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格
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密
旨
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語
岱
9
。
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δ
ヨ
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．
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憲
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司
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．
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昌
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（
2
4
）
　
機
関
争
訟
と
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
連
邦
最
高
機
関
の
権
利
・
義
務
の
範
囲
、
ま
た
は
こ
の
基
本
法
も
し
く
は
連
邦
最
高
機
関
の
職
務
規

　
　
程
〔
議
院
規
則
〕
に
よ
っ
て
、
固
有
の
権
利
を
付
与
さ
れ
た
そ
の
他
の
関
係
機
関
の
権
利
・
義
務
の
範
囲
に
関
す
る
争
を
原
因
と
す
る
基
本
法
の

　
　
解
釈
」
　
（
基
本
法
九
三
条
一
項
一
号
）
に
つ
い
て
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
限
に
基
づ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
、
連
邦
参

　
　
議
院
、
連
邦
政
府
お
よ
び
連
邦
大
統
領
の
間
の
憲
法
争
訟
に
つ
き
決
定
を
下
す
の
み
な
ら
ず
、
　
「
固
有
の
権
利
を
付
与
さ
れ
た
そ
の
他
の
関
係
機

　
　
関
」
へ
の
提
訴
権
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
個
々
の
議
員
、
連
邦
議
会
会
派
お
よ
び
政
党
に
一
こ
れ
に
反
し
て
連
邦
議
会
の
そ
の
時
々
の
多
数
派
も

　
　
し
く
は
少
数
派
に
は
認
め
ら
れ
な
い
O
｛
・
ゆ
く
霞
h
O
炉
b
。
，
置
G
。
h
（
置
ら
”
Z
昂
H
O
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1
連
邦
憲
法
裁
判
所
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訴
す
る
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能
性
が
与
え
ら
れ

　
　
て
い
る
。
こ
の
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関
争
訟
に
か
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す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限
は
、
と
り
わ
け
会
派
の
提
訴
権
と
い
う
形
態
に
お
い
て
少
数
派
の
地
位
を
強
化

　
　
し
て
い
る
の
で
、
憲
法
裁
判
を
権
力
均
衡
（
O
o
≦
9
酔
冨
冨
口
。
凶
曾
巨
o
q
）
の
制
度
へ
組
み
込
ん
で
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
O
h
．
出
Φ
ω
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ρ

　
　
鉾
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・
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H
O
y
ω
・
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①
S
邦
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三
五
頁
。
渡
辺
、
注
（
2
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前
掲
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一
九
二
頁
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（
2
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出
①
ω
ω
ρ
P
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①
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渡
辺
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注
（
2
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前
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一
九
三
頁
。

（
2
6
）
　
一
九
五
二
年
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五
三
年
に
S
P
D
連
邦
議
会
議
員
団
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四
件
（
そ
の
内
三
件
は
却
下
、
一
件
は
違
憲
判
決
）
、
C
D
U
／
C
S
U
連
邦
議
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議

　
　
員
団
他
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一
件
（
却
下
）
機
関
争
訟
の
手
続
に
訴
え
、
そ
の
後
一
九
七
七
年
に
政
党
と
し
て
C
D
U
が
違
憲
判
決
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年
に
C
D
U
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C
S
U

　
　
連
邦
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議
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憲
判
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邦
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憲
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。
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1

（
2
7
）
　
な
お
、
抽
象
的
規
範
審
査
、
連
邦
国
家
上
の
争
訟
お
よ
び
機
関
争
訟
の
全
体
で
は
四
一
件
中
一
二
件
に
少
数
反
対
意
見
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
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